「指定介護老人福祉施設　やすらぎ園」

重　要　事　項　説　明　書

当施設は介護保険の指定を受けています

（奈良県知事指定事業所番号２９７０４０００２０）

当施設は、ご契約者に対し指定介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上、ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

１　　施設経営法人

（ １ ）　法人名　　　　　　社会福祉法人やすらぎ会

（ ２ ）　法人所在地　　　　奈良県天理市福住町５５０４番地

（ ３ ）　電話番号　　　　　０７４３－６９－２２１６
ＦＡＸ番号　　　　０７４３－６９－２１０１

（ ４ ）　代表者氏名　　　　理事長　植田　誠
（ ５ ）　設立年月日　　　　昭和４８年１０月１０日設立登記

（ ６ ）　メールアドレス　　yasuragi@crux.ocn.ne.jp
２　　ご利用施設の概要

（ １ ）　建物の構造　　　　鉄筋コンクリート造　４階建1棟　陸屋根

（ ２ ）　建物の面積　　　　敷地　　　　　　　　１４，６３６．００㎡
延べ床面積　　　　　　４，０７６．００㎡

（ ３ ）　施設の周辺環境　　名阪国道福住インターより南へ１．５ｋｍ　国道２５号線沿
緑色豊富　騒音なし　日当たり良好

（ ４ ）　施設の種類　　　　指定介護老人福祉施設　平成１１年８月４日指定
（ ５ ）　施設の運営方針　　　　天理教の信仰信念を基本に、緑色豊富で空気清涼の環境を生かして、利用者や地域高齢者の安定したやすらぎのある生活の支援者として、幅広くニーズに応え、老人福祉の拠点となることを目的とする。
（ ６ ）　施設の所在地　　　奈良県天理市福住町５５０４番地
　 　　　　　交通機関　　　　　名阪国道福住バス停（奈良交通，三重交通）下車徒歩１５分

やすらぎ園前バス停（奈良交通）　　　　　下車徒歩　１分
（ ７ ）　電話番号　　　　　０７４３－６９－２２１６

ＦＡＸ番号　　　　０７４３－６９－２１０１
（ ８ ）　施設長

　　　　　 （管理者）氏名　　　河合　智哉
（ ９ ）　開設年月　　　　　昭和５０年１２月３日

（１０）　入所定員　　　　　１００名

（１１）　併設事業　　　　　事業の種類（介護予防）短期入所生活介護事業
（１２）　その他事業　　　　事業所名　　在宅サービス事業所やすらぎ園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良県知事指定事業者番号　2970400269

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　居宅介護支援　 （介護予防）訪問入浴事業
　　　　　　　　　　　　　　　  他　　　　　ケアハウスやすらぎ
         グループホームむつみあい
在宅介護支援センター　地域包括支援センター
介護予防・日常生活支援総合事業
地域介護予防関連事業　
住まいの生活支援事業　法人後見事業　　　等
３　　居室の概要
入居される居室は個室、二人部屋、四人部屋です。但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況により変わる場合もあります。

※　居室の変更　ご契約者からの居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況等を勘案し可否を決定します。又、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。

４　　職員の配置状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	職　　　種
	配置数
	職　　　種
	配置数

	１　施設長
	１
	６　医師
	１以上

	２　事務員
	３以上
	７　機能訓練指導員
	１以上

	３　生活相談員
	１以上
	８　栄養士
	１以上

	４　介護職員
	常勤換算３１以上
	９　介助員
	１以上

	５　看護職員
	常勤換算３以上
	１０　介護支援専門員
	１以上


＜主な職種の勤務体制＞
	職　　　種
	勤　　務　　体　　制

	１　施設長
	平常勤　　　　９：００～１８：００

	２　医師
	毎週月・木・金曜　１３：００～１５：３０

	３　生活相談員
	平常勤　　　　９：００～１８：００

	４　介護職員
	早出勤　　　　７：３０～１６：３０

	
	平常勤　　　　９：３０～１８：３０

	
	遅　出　　　１２：００～２１：００

	
	夜　勤　　　１７：４５～　９：４５

	
	準夜勤　　　２１：００～　７：３０

	５　看護職員
	早出勤　　　　８：３０～１７：３０

	
	平常勤　　　　９：００～１８：００

	６ 介護支援専門員
	平常勤　　　　９：００～１８：００


＜主な配置職員の職種＞

生活相談員―――日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。

介護職員――――日常生活上の介護並びに健康保持の為の相談・援助等を行います。

看護職員――――健康・服薬管理や療養上の世話や、日常生活上の介助・介護も行います。

介護支援専門員―施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。

医師――――――健康管理及び療養上の指導を行います。
５　　当施設が提供するサービスと利用料金

（ １ ）　介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第３条参照）

＜サービスの概要＞

①　食事     ・栄養士の立てる献立により栄養並びにご契約者の身体状況及び嗜好を考慮した  食事を提供し、ご契約者の自立支援のため、離床して食事をとっていただくことを基本としています。
食事時間　朝食　７：３０～　昼食　１２：００～　夕食　１８：００～
②　排泄　　・排泄の自立を促すため、身体能力を最大限活用した援助を行います。

③　入浴　　・入浴は週２回以上、清拭は随時行います。

・身体状況に応じ、一般浴槽・機械浴槽・個浴槽にて入浴していただきます。

④　機能訓練・心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を
防止するための訓練を実施します。

⑤　健康管理・医師や看護職員が健康管理を行います。
⑥　その他
自立への支援 ・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
・生活にリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容を行います。

⑦　定期行事及び各種レクリエーション

＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第６条参照）

　　　　　下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）と居住費及び食事に係る自己負担額等の合計金額をお支払い下さい。
（サービスの利用料金は、ご契約者の利用者負担割合及び要介護度及び利用者負担段階に応じて異なります。）
1 　介護福祉施設サービス費
	要介護度
	要介護度１
	要介護度２
	要介護度３
	要介護度４
	要介護度５

	　　　　単位
	５８９単位
	６５９単位
	７３２単位
	８０２単位
	８７１単位


②　体制加算・準体制加算
	　看護体制加算Ⅰ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４単位
　看護体制加算Ⅱ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８単位
　夜勤職員配置加算Ⅲ（ロ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６単位

　日常生活継続支援加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６単位
　認知症専門ケア加算（Ⅱ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４単位
　個別機能訓練加算（Ⅰ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２単位
　個別機能訓練加算（Ⅱ）　　　　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　　２０単位
生活機能向上連携加算　　　　　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　１００単位

　栄養マネジメント強化加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１単位
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）　　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　　　３単位
褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）　　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　　１３単位
＊褥瘡マネジメント加算は上記のいずれかを算定させていただきます
　科学的介護推進体制加算（Ⅱ）　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　　５０単位
安全対策体制加算　　　　　　　　　　　入所中１回を限度　　　　　　　　　　　２０単位
協力医療機関連携加算　　　　　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　　　５単位
生産性向上推進体制加算　　　　　　　　１月につき　　　　　　　　　　　　　　１０単位
介護職員等処遇改善加算Ⅰ　　　　　　　１月につき　　　所定単位×１４０／１０００単位


③　個別加算
	　初期加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０単位

　外泊時費用　　　　　　　　　　　　　　月６日を限度　　　　　　　　　　　　２４６単位

　看取り介護加算（Ⅰ）　　　　　　　　　死亡日以前３１日以上４５日以下　　　　７２単位

看取り介護加算（Ⅰ）　　　　　　　　　死亡日以前４日以上３０日以下　　　　１４４単位

看取り介護加算（Ⅰ）　　　　　　　　　死亡日の前日・前々日　　　　　　　　６８０単位

看取り介護加算（Ⅰ）　　　　　　　　　死亡日　　　　　　　　　　　　　１，２８０単位

退所前訪問相談援助加算　　　　　　　　入所中１回（又は２回）を限度　　　　４６０単位

退所後訪問相談援助加算　　　　　　　　退所後１回を限度　　　　　　　　　　４６０単位
退所時相談援助加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００単位
退所時情報提供加算　　　　　　　　　入院時医療機関に情報提供した場合　２５０単位
退所前連携加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００単位

療養食加算　　　　　　　　　　　　　　１食あたり　　　　　　　　　　　　　　　６単位
在宅復帰支援機能加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０単位
在宅・入所相互利用加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０単位

認知症行動・心理症状緊急対応加算　　　入所後７日を限度　　　　　　　　　　２００単位
配置医師緊急時対応加算　　　　　　　　就業時間外診療時　　早朝の場合　　　６５０単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間の場合　　　６５０単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深夜の場合　　１３００単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これ以外の場合　３７５単位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


· ③個別体制加算の内、初期加算・外泊時費用以外については、費用の支払いを要する場合にはご契約者の方又はその家族様（身元引受人様）に対して、内容を事前に文書で説明した上で、支払いを同意する旨の文書に署名いただくことになります。
4 地域区分
国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分が８区分に定められ、天理市は７級地となりサービス利用料金の内、⑤⑥を除いた料金については１単位１０．１４円となります。
⑤　居住費及び食費　
	利用者負担段階
	第１段階
	第２段階
	第３段階①
	第３段階②
	第４段階

	多床室
	　　０円
	４３０円
	４３０円
	４３０円
	１，０４０円

	従来型個室
	３８０円
	４８０円
	８８０円
	８８０円
	１，２３１円

	食費
（食材料費＋調理費相当）
	３００円
	３９０円
	６５０円
	１，３６０円
	１，７５５円


⑥　その他

・所得に応じ、減額または減免する措置があります。又、今後、法の改正等により介護保険から給付額に変更があった場合、又、負担限度額の変更等があった場合は変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更いたします。

・まだ要介護認定を受けていない場合は、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻す手続きをとっていただくことになります。（償還払い）
・一時外泊について（契約書第２３条参照）は、外泊期間中、介護サービス自己負担額及び食費は利用料金から差し引きます。
・入院の場合、退所時情報提供加算【個別加算】及び外泊時費用【個別加算＊月６日を限度】を算定させて頂きます。また、入院中当園のベッドの確保を希望される場合、入院の翌日より⑤の居住費の負担段階に応じた負担となります。尚、契約者の入院中に係る取り扱い（契約書第２０条参照）において、同条３項に該当する期間、事業者は居室を確保することによる居住費自己負担を請求しないこととします。
・外泊中について、外泊時費用【個別加算＊月６日を限度】の算定をさせて頂くとともに、同じく居住費自己負担が発生します。
・介護保険料の未納がある場合、自己負担額については上記と異なることがあります。
（ ２ ）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第４条第６条参照）

以下のサービスは利用料金の全額がご契約者の負担となります。
①　理髪〔理髪サービス〕（調髪・顔剃り）

・月に１回理髪師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。

利用料金１回あたり２０００円

②　レクリエーション、クラブ費

・ご契約者の希望によるレクリエーションやクラブ活動費は、利用料金、材料費等、実費を負担していただきます。

③　金銭等管理代行費　
・ご契約者の希望により金銭等の管理を代行いたします。
　利用料金１ヶ月２０００円（１日あたり７０円）
④　郵送代
・郵送にかかる切手代等の実費を負担していただきます。

⑤　外出にかかる費用・移送サービス費
・１ｋｍあたり１００円、その他駐車場、有料道路代等の実費を負担していただきます。
⑥　その他

・ご契約者の希望による物品の購入及び代行申請等にかかる実費を負担していただきます。
・テレビ・パソコン・冷蔵庫・加湿器・電気毛布・オーディオプレイヤーを居室に設置した場合のコンセント使用料　１日あたり５０円
　＊介護をさせて頂く上で必要と考えられる電化製品の使用に係わる費用についてはご請求いたしません。
＜利用料金のお支払い方法＞
前記（１）（２）の料金費用は１ヶ月毎に計算しご請求しますので翌々月１０日（ウの場合のみ翌月２５日もしくは２７日）までに、ご契約者の方又はその家族様（身元引受人様等）名義の金融機関口座から自動引き落としの方法でお支払い下さい。
（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用の日数に基づいて計算した金額となります。）

（ ３ ）入院中の医療の提供について

　　　　医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により下記の協力機関において診療や入院治療を
　　　　受けることができます。但し、下記医療機関での優先的な診療、入院治療を保証するもので
はなく、次項の医療機関での医療入院を義務付けるものでもありません。
①　　　協力医療機関

	病院の名称
	所　在　地
	診　療　科

	奥田診療所
	天理市福住町５７４２
	内科・外科

	さかもとクリニック
	橿原市木原町２６―１
	内科・アレルギー科・リハビリ科

	奈良春日病院
	奈良市鹿野園町１２１２
	内科・外科・整形外科・放射線科
理学診療科・眼科・歯科

	阪奈中央病院
	生駒市俵口町７４
	内科・外科・整形外科・泌尿器科
脳神経外科・神経内科・循環器科
胃腸科・眼科・呼吸器科・肛門科
皮膚科・放射線科・リハビリ科

	奈良厚生会病院
	大和郡山市椎木町７６９－３
	内科・整形外科・皮膚科・リハビリ科

	済生会奈良病院
	奈良市八条４丁目６４３番地
	内科・神経内科・外科・整形外科
泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科

	松川歯科医院
	橿原市醍醐町５０２－３４
	歯科

	扇谷歯科医院
	高市郡明日香村川原１８
	歯科

	吉本整形外科・外科病院
	葛城市疋田676番地1
	整形外科


②　　　その他受診病院

　　　　奥田眼科、天理よろづ相談所病院、高井病院、やまと精神医療センター、
大和郡山病院、おおの皮膚科、張田耳鼻科、奈良東病院

６　身元引受人（契約書第２２条参照）

（ １ ）　契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることになります。しかしながら、契約者において社会通念上、身元引受人を立てることができないと考えられる事情がある場合には、入所契約締結にあたって、身元引受人の必要はありません。
　　　　　但し、身元引受人を立てることができない場合、ご契約者の認知症等による事理弁識能力の状況に応じ、法定後見人の選任をお願いすることがあります。

（ ２ ）　身元引受人には、これまで最も身近にいて、ご契約者のお世話をされてきた家族や親族に就任いただくのが望ましいと考えておりますが、必ずしもこれらの方に限る趣旨ではありません。

（ ３ ）　身元引受人は、ご契約者の利用料金等の経済的な債務については、ご契約者と連帯してその債務の履行義務を負うことになります。本項の負担は極度額２，１００，０００－を限度とします。

身元引受人が負担する債務の元本は、契約書第六章各条により契約が終了したときに確定するものとし、身元引受人の請求があったときは、事業者は連帯保証人に対し、遅滞なく、利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。
又、こればかりでなくご契約者が医療機関に入院する場合や当施設から退所する場合においては、その手続きを円滑に遂行するために必要な事務処理や費用負担等を行い、更には当施設と協力･連携して退所後のご契約者の受け入れ先を確保する等の責任を負うことになります。

（ ４ ）　ご契約者が入所中に死亡した場合においては、そのご遺体や残置品の引き取り等の処理についても身元引受人がその責任で行う必要があります。貴重品として施設が預かっている物、並びに金銭や預金通帳や有価証券その他高価品等は、適切な相続手続きに従ってその処理を行うことになります。また、ご契約者が死亡されていない場合でも、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の残置品をご契約者自身が引き取れない場合には、身元引受人にこれを引き取っていただく場合があります。これらの引き取り等の処理にかかる費用については、ご契約者又は、身元引受人にご負担いただくことになります。

（ ５ ）　身元引受人が死亡、又は破産宣告を受けた場合には、事業者は新たな身元引受人を立てていただくためにご契約者にご協力をお願いする場合があります。
（ ６ ）　身元引受人がご希望された場合は、利用料の変更、施設サービスに変更等についてご通知させていただきます。
７　苦情の受付について（契約書第２５条参照）

（ １ ）　当施設における苦情の受付担当者

	施設サービスに関すること
	[氏　　名]　菅野　光太郎
[職　　種]　短期入所生活介護事業　相談員
[受付時間]　９：００～１８：００


（ ２ ）　行政機関その他苦情受付窓口

　・奈良県国民健康保険団体連合会　　所在地　奈良県橿原市大久保町３０２番地１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０７４４－２９－８３２６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７４４－２９－８３２２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間　毎週月曜日～金曜日　９：００～１７：００
　・天理市介護福祉課　　　　　　　　所在地　天理市川原城町６０５番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０７４３－６３－１００１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間　毎週月曜日～金曜日　８：３０～１７：１５
　　　　・第三者委員　　西谷郁代　　　　　所在地　天理市福住町９１４７番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０７４３－６９－２３０６
　　　　　　　　　　　　岡田俊彦　　　　　所在地　天理市福住町４３９２番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　０７４３－６９－２３３８

　　　　・尚、当施設は福祉サービス第三者評価を受検しておりません。
８　施設利用者の留意事項

　　　　　当施設ご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。

（ １ ）　持ち込み物品

　　　　　以下の物品についてはご遠慮下さい。

・電熱器

・炊事器具（但し箸，茶碗，湯のみ等、食事に必要なもので趣味嗜好にあったものは可）　
・家具（箪笥、下駄箱等）（但し、共同生活に支障をきたさない大きさの収納箱は可）

（ ２ ）　面会

　　　　　面会時間　７：００～２１：００（但し、緊急の場合を除く。）

　　　　　来訪者は必ず面会簿に記載し、担当職員に声をかけてください。なお、来訪される場合、生ものや一時的に食べきれない位の大量の食物はご遠慮下さい。
（ ３ ）　外出、外泊（契約書第２３条参照）

　　　　　外出、外泊をされる場合は、３日前までにお申し出下さい。葬儀への参加等、緊急やむを得ない場合にはその限りではありません。
（ ４ ）　食事
食事が不要な場合は、前日迄に申し出てください。その場合には、Ｐ４別紙⑤に定める「食費」は徴収いたしません。尚、食費については１日単位の設定とさせて頂きます。
（ ５ ）　施設，設備の使用上の注意（契約書第１０条･第１１条参照）
・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。

・故意に、またわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
・ご契約者に対するサービスに実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の居室に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシーの保護について充分な配慮を行います。
・当施設の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような政治活動、営利活動を行うことはできません。
（ ６ ）喫煙

　　　　　施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。
９　事故発生時の対応について

　　　　　事故が発生した場合には、ご契約者やその家族に対し速やかに状況を報告、説明し、その被害の拡大防止を図る等必要な措置を講ずるとともに、医療機関等の受診を要する場合には早急に受診し、保険者への書面による報告を行う等の措置を併せて講じます。

尚、感染性胃腸炎及びインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等が発症した場合には、状況に応じ、保健所への報告を行います。また、感染拡大防止の観点から、嘱託医師の指示に基づき該当フロア内の居室移動、該当フロアの面会制限、予防投薬等を行う場合があります。
１０　緊急時等における対応方法
サービス提供を行っている際に、ご契約者に病状の急変が生じた場合等は、速やかに嘱託医師あるいはあらかじめ定めている協力医療機関・その他受診入院歴等がある医療機関等への連絡や必要な措置を講じます。また、ご契約者やその家族があらかじめ指定する連絡先（原則身元引受人）にも連絡し、状況に応じ来院要請等を行う場合があります。
１１　非常災害対策
①当施設では、次の者を非常災害対策に関わる担当者（防火管理者）として、非常災害対策　に関する取り組みを行っています。
非常災害対策に関わる担当者を設置しています。
②当施設では、非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報や連携体制を整備して、当施設の従業者に周知しています。
③当施設では、非常災害対策の一環として、毎年、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を行います。

※各訓練によっては、所轄消防署等関係機関が立ち合いする場合もあります。


※訓練内容によっては、入所者等も参加する場合があります。


※当施設の都合や状況に応じて実施時期を変更する場合があります。
１２　秘密の保持（個人情報の保護）について
①ご契約者及びその家族に関する秘密の保持について
・当施設は、ご契約者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・当施設及び当施設の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します当施設は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
②個人情報の保護について
・当施設は、ご契約者から予め文書で同意を得た範囲内で個人情報を用います。また、ご契約者の家族の個人情報についても同様です。
・当施設は、ご契約者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
・当施設が管理する情報については、ご契約者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)


１３　サービス提供の記録

・当施設は、ご契約者に対する施設サービスの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、当該サービスを提供した日（施設サービス計画にあっては当該計画の完了の日、市町村への通知に係る記録にあっては当該通知の日）から５年間保存します。
・ご契約者及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録等の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。（複写物の請求を行う場合は、有料です。）
１４　虐待防止に関する事項


　当施設は、入所者の人権擁護・虐待の防止等のために、必要な措置を講じています。


　①　虐待防止に関する担当者を選定しています。


　②　成年後見制度の利用を支援します。

③
虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。


　④　従業者に対する人権擁護・虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

　　　虐待防止研修
従業者の入職時、１回/年の研修を実施。
　⑤　従業者が支援に当たっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、従業者が入所者の権利養護に取り組める環境の整備に努めます。
⑥　サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに市町村等に通報します。
１５　重要事項同意確認書

　　　　　重要事項説明書の説明同意を行ったことを確認するために「重要事項同意確認書」を交付します。

以上

「重要事項同意確認書」

私達は、本書面に基づく、重要事項説明書の内容、及び、指定介護老人福祉施設サービス
の提供開始に同意しました。

サービス提供開始日　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
重要事項説明日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

契約者兼利用者

　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　身元引受人

　　　　　　　　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

      　　　　　　　　　　　 (契約者との続柄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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